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教育を受ける権利の実質化をめぐって
－教育機会確保法やコロナ禍対応を不登校の視点から考える－

九州教育学会 第74回大会 公開シンポジウム

概要

総合部会では、昨年度の大会で、「教育機会確保法（「義務教育の段階における普通教

育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」）の成立5 周年を機に、まずは夜間中学
から考える」というタイトルで教育を受ける権利の実質化をめぐる議論に着手した。
今次は、教育機会確保法のもう一方の関係者、当事者となる不登校児童・生徒の視点か
ら再検討を行うこととしたい。同法は当初、学校外の多様な教育機関での学びを制度として
認める「オルタナティブ教育法案」等とよばれた。だが、その後、夜間中学との2本立てとなり、
不登校支援については「個別学習計画」による「多様な教育機会確保法案」とされた。最終
的には「多様な」という言葉とともに「個別学習計画」条項が削除された「教育機会確保法」
が成立した。このような経緯で成立した同法に対し、当初の理念が失われた「不登校対策
法」だと指摘する向きもある。
本年度はこうした視点から「教育を受ける権利」とその実質化にこだわり検討を行ってみた
い。
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